
コーポレート・ガバナンス報告書 

 

 2025 年 11 月 28 日 

株式会社エンゼルグループ 

代表取締役社長 新保 光栄 

問合せ先: 03-6256-0155 

 

当社のコーポレート･ガバナンスの状況は以下のとおりです｡ 

 

Ⅰ.コーポレート･ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成､企業属性その他の基本情報 

1.基本的な考え方 

当社は､経営環境が急速に変化する中で企業が安定的に成長･発展をするためには､経営の効率性､健全

性､透明性を高めていくことが必要不可欠と考えます｡そのため､コーポレート･ガバナンスを拡充､徹底する

ことが最重要課題と認識しております｡ 

その実現に向け､2021 年 8 月期の臨時株主総会において､監査等委員会設置会社及び会計監査人設置

会社への移行に関する定款変更決議を行いました｡取締役会の監督機能を強化し､コーポレート･ガバナン

スの一層の充実を図ってまいります｡ 

また､今後も社会環境の変化や法令等の施行に応じて､コーポレート･ガバナンスの実効性を高めるために

必要な見直しを行い､ステークホルダーの皆様に対し公正な経営情報の開示の適正性を確保してまいりま

す｡ 

 

 

2.資本構成 

外国人株式保有比率 10%未満 

  

【大株主の状況】 

氏名又は名称 所有株式数(株) 割合(%) 

新保 光栄 2,509,900 64.68% 

小千谷産業株式会社 580,000 14.94% 

安藤 敏幸 189,000 4.87% 

地方創生新潟 1 号投資事業有限責任組合 120,000 3.09% 

田中 耕介 100,000 2.57% 

新保 ミイ 80,000 2.06% 

海津 勇一郎 80,000 2.06% 

大塚 勇栄 80,000 2.06% 

新保 ゆかり 40,000 1.03% 

有限会社新栄 20,000 0.51% 
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支配株主名 新保 光栄 

 

親会社名 なし 

親会社の上場取引所 なし 

 

補足説明 

上記大株主の状況は、2025 年 8 月 31 日現在の株主名簿に基づいて記載しています。持株割合は自己株

式 560,000 株を除いた比率で記載しています。 

 

3.企業属性 

上場市場区分 TOKYO PRO Market 

決算期 8 月 

業種 不動産業 

直前事業年度末における(連結)従業員数 500 人以上 1000 人未満 

直前事業年度における(連結)売上高 100 億円以上 1,000 億円未満 

直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 

 

4.支配株主との取引を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 

当社の代表取締役社長新保光栄が、2025 年 8 月 31 日現在、当社発行済み株式総数の過半数を所有して

おり、支配株主にあたりますが、現在、当社と支配株主の間に取引は無く、今後行う予定もありません。 

なお、将来的に取引を検討する場合、関連当事者取引管理規程に則り、少数株主の利益を損なうことのな

いよう、取引理由及びその必要性、取引条件及びその決定方法の妥当性等について、取締役会において

十分に審議した上で意思決定を行うこととしております。 

 

5.その他コーポレート･ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 

特にありません｡ 

 

 

Ⅱ.経営上の意思決定､執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート･ガバナンス体制の状況 

1.機関構成･組織運営等に係る事項 

組織形態 監査等委員会設置会社 

 

【取締役関係】  

定款上の取締役の員数 10 名以内 

監査等委員でない取締役 6 名以内 

監査等委員である取締役 4 名以内  
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定款上の取締役の任期 監査等委員でない取締役 1 年 

監査等委員である取締役 2 年 

取締役会の議長 取締役社長 

取締役の人数 8 名 

社外取締役の選任状況 選任している 

社外取締役の人数 2 名 

社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 2 名 

  

会社との関係(1) 

氏名 属性 会社との関係(※1) 

a b c d e f g h i j k 

佐藤義幸 弁護士            

伊東幸恵子 公認会計士            

 ※1 会社との関係についての選択項目 

 a.上場会社又はその子会社の業務執行者 

 b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役 

 c.上場会社の兄弟会社の業務執行者 

 d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者 

 e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者 

 f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント､会計専門家､法律専門家 

 g.上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には､当該法人の業務執行者) 

 h.上場会社の取引先(d､e 及び f のいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ) 

 i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ) 

 j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ) 

 k.その他 

 

会社との関係(2) 

氏名 独立 

役員 

適合項目に関する補足説明 選任の理由 

佐藤義幸 〇 該当事項はありません｡ 弁護士としての専門的見

地から､取締役会では当該

視点から積極的に意見を

述べており､特に M&A に関

連する会社法について専

門的な立場から監督､助言

を行うなど､意思決定の妥
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当性､適正性を確保するた

めの適切な役割を果たし

ております｡ 

伊東幸恵子 〇 該当事項はありません｡ 公認会計士として財務調

査及び計画策定支援・モ

ニタリング・不正調査・月次

決算レビュー等をはじめに

会計税務について豊富な

知見を有しており、当該知

見を活かして特に連結財

務諸表作成支援、株式公

開支援、財務デューデリジ

ェンスについて専門的な観

点から取締役の職務執行

に対する監督、助言等い

ただくことなどの適切な役

割を果たしております｡ 
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【監査等委員会】  

委員構成及び議長の属性 

 全委員 

(名) 

常勤委員 

(名) 

社内取締役 

(名) 

社外取締役 

(名) 

委員長 

(議長) 

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役 

 

監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使

用人の有無 
あり 

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項 

監査等委員会は､基本方針の決定又は決議に関し､企業規模､業種､経営上のリスクその他会社固有の事

情を考慮し､監査等の実効性の確保の観点から監査等委員の職務を補助する組織を内部監査部門とし､補

助使用人等の人事異動､人事評価､懲戒処分等に対する監査等委員会の同意権を有しており、補助使用

人等の業務執行者からの独立性を確保するよう努めております｡ 

 

監査等委員会､会計監査人､内部監査部門の連携状況 

(1)監査等委員と会計監査人の連携状況 

 監査等委員は､会計監査人と相当数の会合を持ち､監査方針や監査計画についての説明や､会計監査人

の職務の遂行が適正に行われることを確保するための説明等を聞くとともに､監査等委員からも重点監査

項目について､要望を伝えるなど､積極的に意見･情報交換を行い､適正で厳格な会計監査が実施できるよ

う努めております｡ 

 また､監査等委員は､会計監査人の監査の方法及び結果に関する報告を受けるなど､会計監査人の監査

の実施状況の把握に努め､会計監査人監査の相当性の判断を行っております｡ 

(2)監査等委員と内部監査部門の連携状況 

  当社は､監査等委員会が､内部監査部門とも､相互に連携･協力し､監査の効率性､実効性を高め､監査の

質的向上に努めております｡ 

 また､監査等委員は､定期的･必要に応じて適宜に開催する監査等委員会において情報の共有化を図ると

ともに､監査等委員会として取締役会等で社外取締役の見地からの意見も含めて述べるなど､当社グルー

プの経営の健全性の維持に努めております｡ 

 

 

【任意の委員会】  

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委

員会の有無 

なし 
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【独立役員関係】 

独立役員の人数 2 名 

その他独立役員に関する事項 

当社は､独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております｡ 

 

 

【インセンティブ関係】 

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実

施状況 

ストックオプション制度の導入 

該当項目に関する補足説明 

当社では中長期的な業績及び企業価値の向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、 

ストックオプション制度を導入しております。 

 

ストックオプションの付与対象者 当社又は当社子会社の取締役､従業員､顧問その他

これに準じる地位を有している者 

該当項目に関する補足説明 

ただし､新株予約権者が任期満了により退任又は定年退職した場合､あるいは取締役会が正当な理由があ

ると認めた場合はこの限りではない｡ 

 

【取締役報酬関係】 

開示状況 個別報酬の開示はしていない 

該当項目に関する補足説明 

全取締役の総額および社外取締役の総額を開示しております｡ 

 

報酬額又はその算定方法の決定方針の有無 あり 

報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 

1.基本方針 

当社の取締役の報酬は、以下の基本方針に従う。 

(1) 当社の持続的な成長と中長期の企業価値向上に資するものであること 

(2) 株主との価値共有や株主重視の経営意識を高めることに資するものであること 

(3) 短期業績に加え中長期業績との連動にも配慮したものであること 

(4) 優秀な人材を確保・維持できる報酬水準であること 

(5) 様々なステークホルダーの価値創造に配慮していること 

(6) 透明性、客観性を備えた設計であり、これを担保する適切なプロセスを経て決定されること 

なお、監査等委員である取締役については、高い客観性・独立性をもって経営を監督及び助言する立場に

鑑み、固定報酬である基本報酬（金銭報酬）のみで構成する。 



 

7 

2.基本報酬（金銭による固定報酬）の個人別の報酬等の額及び付与の時期の決定に関する方針 

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は、月例の固定報酬とし、当社と同程度の

事業規模や業種に属する企業の報酬水準を参考に当社の経営体制の状況、経済情勢等、役位、職責、在

任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定する

ものとする。 

なお、当社の監査等委員である取締役の基本報酬については、月例の固定報酬とし、その果たす役割や

世間水準等を総合的に勘案して決定するものとする。 

3.非金銭報酬等の個人別の報酬等の内容、その額若しくは数又は算定方法及び付与の時期又は条件の

決定に関する方針 

非金銭報酬等は、当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して、中長期的な業績向上に向け

たインセンティブを適切に付与することを目的として、株主総会において基本報酬とは別枠で承認を得た上

限額の範囲内で、ストックオプションとしての新株予約権を付与する。個別の取締役に付与するストックオプ

ションの個数は、当社と同程度の事業規模や業種に属する企業の報酬水準を参考に当社の経営体制の状

況、経済情勢等、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しな

がら、総合的に勘案して決定するものとする。 

4.金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針 

当社取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、「対象取締役」といいます。）の役員報酬は、「基本報

酬」に加え、「非金銭報酬等」で構成されております。また、監査等委員である取締役の役員報酬は、「基本

報酬」のみで構成されております。 なお、対象取締役の「基本報酬」、「非金銭報酬等」の割合につきまして

は、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、健全な

インセンティブとして機能するよう適切な支給割合を決定します。 

5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任に関する事項 

対象取締役の個人別の報酬等の額及び内容については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長がそ

の具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、株主総会で承認された報酬限度額の

範囲内で、上記２及び 3 に記載の要素を考慮して決定する。当該権限が適切に行使されるようにするため

の措置として、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役を中

心に構成される監査等委員会に原案を諮問し、その妥当性等について答申を得るものとする。 

なお、当社の監査等委員である取締役の個人別の報酬等の額及び内容については、監査等委員である取

締役の協議によって定めるものとする。 

 

【社外取締役のサポート体制】 

社外取締役に対し､取締役会事務局は､定期的に開催される取締役会に上程する議案につき､資料等の準

備および情報提供を行っております｡ 

 

2.業務執行､監査･監督､指名､報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート･ガバナンス体制の概要) 

【現状の体制の概要】 

当社は監査等委員会設置会社及び会計監査人設置会社の経営体制を基本とし､当社の取締役会は､取締
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役(監査等委員である取締役を除く｡)3 名及び監査等委員である取締役 3 名(うち､社外取締役 2 名)で構成

されております｡ 

取締役会は､法令､定款及び株主総会決議に基づき､職務権限規程､取締役会規程その他の当社諸規程

等の会社運営の基礎となる諸基準を整備し､取締役の職務執行の適正性及び効率性を確保しております｡

なお､定例取締役会が毎月 1 回､その他必要に応じて臨時取締役会が開催され､経営に関する重要事項を

決定しております｡コンプライアンスの重要性と経営の透明性及び健全性が最も重要な課題であることを認

識し､取締役会における議決権を有する監査等委員が経営の意思決定に深く関わることにより､取締役会

の監督機能の強化を図ってまいります｡ 

内部監査室は､社長直轄とし､常勤監査等委員との連携により内部監査を実施し､定期的に代表取締役に

報告しております｡ 

当社の監査等委員会は､3 名の監査等委員である取締役で構成され､そのうち 2 名が社外取締役でありま

す｡常勤の監査等委員も定め､独立性及び専門的の見地から､ガバナンスのあり方やその運営状況を監視

し､取締役の職務の執行を含む日常的活動の監査を実施しております｡ 

また､監査等委員は株主総会や取締役会に出席し､取締役の職務の執行状況を監視するとともに､適宜必

要な意見を述べております｡ 

当社は､有限責任大有監査法人と監査契約を締結し､独立した立場から会社法第 436 条第 2 項第 1 号､金

融商品取引法第 193 条の 2 第 1､｢特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例｣第 128 条第 3

項の規定に基づき監査を受けております｡なお 2025 年 8 月期において監査を執行した公認会計士は坂野

英雄氏､甲谷良太郎氏の 2 名であります｡ 

なお､当社と監査に従事する公認会計士及びその補助者との間には特別な利害関係はありません｡ 

【監査等員会の機能強化に向けた取り組み状況】 

取締役および使用人は､監査等委員に対し､当社および当社グループの経営に重大な影響を与える事項､

内部監査の実施状況､内部通報の状況を速やかに報告しております｡ 

監査等委員は､取締役会に出席するほか随時､取締役､使用人､会計監査人等と意見交換を行っておりま

す｡ 

 

3.現状のコーポレート･ガバナンス体制を選択している理由 

当社の取締役会は､各取締役をはじめ常勤監査等委員､社外監査等委員が各々の判断で意見を述べるこ

とができる場となっております｡取締役会は原則月 1 回開催としており､2025 年 8 月期は毎月開催し､業務

執行に関する重要な意思決定を行いました｡取締役会におきましては､常勤監査等委員､社外監査等委員

から意思決定または監督･監視の面において､独立した立場から有益なご指摘をいただいております｡これ

らにより､取締役および監査等委員による監督･監査機能の充実が図られていると考えております｡ 

なお､当社は弁護士事務所等と顧問契約を締結し､必要に応じて重要な意思決定や日常の業務執行の助

言を受けております｡ 
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Ⅲ.株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況 

1.株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み 

 補足説明 

実施していない 今後の株主の状況を鑑み､検討してまいります｡ 

 

2.IR に関する活動状況 

 
補足説明 

代表者自身による

説明の有無 

ディスクロージャーポ

リシーの作成・公表 

「ディスクロージャーポリシー」を策定し公表しております。

https://www.angel.co.jp/ir/ 

 

アナリスト・機関投資

家向けに定期的説

明会を開催 

今後検討すべき事項であると考えております。 なし 

IR 資料をホームペー

ジ掲載 

当社 WEB サイト上に IR 情報ページを設け､TDnet におい

て開示された情報や決算情報､発行者情報についても掲載し

ております｡ 

 

IR に関する部署(担

当者)の設置 

経営企画部を IR に関する担当部署とし、コーポレート本部が

統括しております｡ 
 

 

3.ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況 

 補足説明 

実施していない すべての投資家に対して公平な情報開示に努めるとともに、当社ホームページを通

じて、ステークホルダーに対する積極的な情報開示を行う方針です。 

 

 

Ⅳ.内部統制システム等に関する事項 

1.内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 

【基本的な考え方】 

当社は取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並

びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定め

る体制の整備に関する事項について､以下のとおり基本方針を定めております｡ 

1 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

①取締役は､企業理念､行動指針､法令､定款､社内ルールの順守について自ら範を示しつつ使用人の指導

を行う｡併せて､取締役会等において､法令､定款等に対する違反がないことを確認する｡ 

②財務報告の適正性を確保するとともに､適切な体制の運用･整備･改善を行う｡ 

③｢反社会的勢力対策規程｣を順守し､反社会的勢力との関係を遮断する｡ 
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④｢コンプライアンス規程｣を遵守し､コンプライアンス体制を有効･強固なものとする｡ 

⑤社内および社外の内部通報窓口を設けてコンプライアンス体制の有効性を高める｡ 

2 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

①法令･社内規程に基づき､文書等の保存および管理を行う｡ 

②個人情報の管理について､関連規程を整備する｡ 

③情報管理の状況について､｢情報セキュリティ管理規程｣を遵守し､必要に応じて改善提案を行う｡ 

3 損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①重要な経営課題については､取締役会規則等の社内規程に基づき､取締役会に上程して､その合理性お

よびリスクの予測･対応策を審議する｡ 

②リスク抑制のため､決裁者は職務権限規程に従って関係部署と合議をしたうえで決裁判断をする｡ 

③日常業務で発生し得るリスクの回避･最小化のため､業務遂行関係規程の充実を図る｡ 

4 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①取締役会を定期的に開催し､取締役(監査等委員である取締役を除く｡)の担当業務に関する報告と審議

を行う｡ 

②社長以下取締役(監査等委員である取締役を除く｡)が出席する営業会議その他の社内会議において､業

務の効率性､合理性､リスク対応を検証する｡ 

③可能な限り権限委譲を行い､決裁のスピ一ドアップ･効率化を図る｡ 

5 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 

(1)子会社の取締役､使用人(以下､子会社の取締役等という｡)の職務の執行に係る事項の当社への報告に

関する事項 

子会社で重要な事象が生じた場合には､当該子会社の取締役等から当社の担当取締役(監査等委員であ

る取締役を除く｡以下､同じ｡)に直ちに報告させる｡併せて､子会社の重要な業務執行に関し当社の担当取

締役に定期的に報告させる｡ 

(2)子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

子会社の事業運営に係るリスクに関し､当社の取締役会において､当社の担当取締役から報告する｡ 

(3)子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①事業年度ごとに､子会社の経営目標および予算配分等につき､当社の担当取締役と当該子会社の取締

役が協議し決定する｡ 

②当社の職務分掌､指揮命令系統､権限および意思決定その他の組織に関する基準に準拠した体制を子

会社において構築させる｡ 

(4)子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制 

①当社の取締役または使用人が子会社の取締役を兼務して監督し､当社の取締役会､経営会議にて毎月

の業務状況を報告･審議する｡ 

②当社の内部統制の体制はほぼ同様の内容で子会社にも適用し､子会社の取締役等のための内部通報

窓口を設置する｡ 

① 会計監査人､監査等委員会および内部監査室は､子会社の会計処理状況､法令･社内規則の順守状

況等を監査する｡ 
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6 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 

監査等委員会の職務は使用人の中から定められた者が補助する｡ 

7 前項に定める使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く｡)からの独立性に関する事項 

第 6 項に定める使用人の異動､評価等は監査等委員の意見を尊重したものとし､取締役(監査等委員であ

る取締役を除く｡)からの独立性を確保する｡また､監査等委員会の職務を補助する際､もっぱら監査等委員

会の指揮命令に従う｡ 

8 監査等委員会の第 6 項に定める使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

監査等委員会の事務局を設置して､実効性を確保する｡ 

9 当社の監査等委員会への報告に関する体制 

(1)取締役(監査等委員である取締役を除く｡)および使用人が監査等委員会に報告するための体制 

①経営課題､主要な申請事項､日常の業務執行状況について､監査等委員である取締役が出席する取締

役会にて取締役(監査等委員である取締役を除く｡)から報告を行う｡ 

②主要な申請事項その他社内の重要な事項について､監査等委員会は､随時､関係書類を閲覧し､報告を

受けることができる｡ 

③取締役(監査等委員である取締役を除く｡)は､経営に著しい影響を及ぼすおそれのある事態が発生した

場合､職務遂行に関して不正行為･重大な法令違反等の事実が判明した場合には､直ちに､監査等委員会

に報告を行う｡ 

(2)子会社の取締役､使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制 

①子会社の取締役､使用人は､監査等委員会から業務執行に関する事項につき報告を求められたときは､

速やかに対応する｡ 

②子会社の取締役､使用人は､法令等の違反行為を発見したときは､当社の担当取締役および監査等委員

会に報告する｡ 

10 前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための

体制 

①監査等委員会に報告を行った取締役(監査等委員である取締役を除く｡)および使用人に対し､そのことを

理由として不利に取扱わないこととし､その旨を当社および子会社の取締役(監査等委員である取締役を除

く｡)､使用人に周知する｡ 

②内部通報窓口に通報したことを理由とした不利益な取扱を禁止する旨を規程に明記する｡ 

11 監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行

について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項 

監査等委員会から費用の請求があるときは､職務の執行に必要でないと認められた場合を除き､当該費用

を負担しまたは債務を処理する｡また､毎年､一定額の予算を設ける｡ 

12 その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①監査等委員会は､必要に応じ､社内の各部署に対し､監査に必要な資料の閲覧･提出､質問への回答等､

監査への協力を求めることができるものとし､同時に､協力を求められた部署は必ずこれに応じることとす

る｡ 

②監査等委員会は､監査の品質･効率を高めるため､適宜､会計監査人と情報･意見交換等の緊密な連携を
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図ることができるほか､弁護士その他社外の専門家に随時､相談できるものとする｡ 

 

 

2.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況 

(1) 当社グループは､反社会的勢力との一切の関係を遮断し､反社会的勢力による不当要求には毅然とし

た姿勢で対応する｡ 

(2) 反社会的勢力から不当要求を受けた場合の社内対応部署を総務人事部とし､総務人事部長は､役職

員が反社会的勢力又はその疑いがある者であると知った際に実施する報告を受けただちに社長に報告す

るとともに内容を調査し､必要に応じて警察､弁護士､全国暴力追放運動推進センターその他の外部機関と

緊密に連携し組織的に対応する｡ 

 

 

Ⅴ.その他 

1.買収防衛策導入の有無 

買収防衛策導入 なし 

該当項目に関する補足説明 

該当事項はありません｡ 

 

2.その他コーポレート･ガバナンス体制等に関する事項 

当社の適時開示体制は､金融商品取引法および証券取引所が定める適時開示規則により要請される重要

情報､ならびに投資判断に重要な影響を与えると思われる情報について適時･適切に情報開示することを

基本としております｡ 

(1)決定事実､決算に関する情報等について 

情報取扱責任者(コーポレート本部長)が一元的に情報を収集し､取締役会の承認または報告をもって速や

かに開示担当部署(経営企画部)により､当該情報を適時･適切に開示しております｡ 

(2)発生事実に関する情報について 

事由発生の都度､当社および当社グループの部門責任者から開示担当部署が一元的に情報を収集し､代

表取締役および情報取扱責任者に報告したのち対応を協議したうえで､開示が必要な場合は､開示担当部

署により速やかに情報開示いたします｡ 

また､ステークホルダーが当社に関する重要な情報を公平かつ容易に取得する機会を確保できるよう､当社

ホームページ｢IR 情報｣にも速やかに公表資料を掲載できるよう体制を整備してまいります｡ 
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【模式図(参考資料)】 
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【適時開示体制の概要(模式図)】 

① 決算情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

当社及び当社グループ会社 

(1) 適時開示情報（決算に関する情報） 

(2) フェア・ディスクロージャー・ルールの対象となる重要情報 

(3) 法定開示情報 

情報発生部署責任者（各社の部門長等 及び 当社グループ会社社長） 

取締役会 代表取締役社長 

報告 

報告 
開示資料作成指示 協議 

情報取扱責任者 

（当社コーポレート本部長） 

協議 

監査等委員会 

会計監査人 

顧問弁護士 

J-Adviser 等 
開示資料原案 

開示担当部署 

（経営企画部） 

開示資料原案 

承認 

開示資料確認 

情報発生部署責任者 開示担当部署 

開示 TDnet  EDINET 等 

当社ホームページに自動掲載・確認 

適時開示、フェア・ディスクロージャー・ルールの対象開示、法定開示 

（決定事実・ 

決算情報のみ） 
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【適時開示体制の概要(模式図)】 

② 決定事実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

当社及び当社グループ会社 

(4) 適時開示情報（決定事実） 

(5) フェア・ディスクロージャー・ルールの対象となる重要情報 

(6) 法定開示情報 

情報発生部署責任者（各社の部門長等 及び 当社グループ会社社長） 

取締役会 代表取締役社長 

報告 

報告 
開示資料作成指示 協議 

情報取扱責任者 

（当社コーポレート本部長） 

協議 

監査等委員会 

会計監査人 

顧問弁護士 

J-Adviser 等 
開示資料原案 

開示担当部署 

（経営企画部） 

開示資料原案 

承認 

開示資料確認 

情報発生部署責任者 開示担当部署 

開示 TDnet  EDINET 等 

当社ホームページに自動掲載・確認 

適時開示、フェア・ディスクロージャー・ルールの対象開示、法定開示 

（決定事実・ 

決算情報のみ） 
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【適時開示体制の概要(模式図)】 

③ 発生事実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

当社及び当社グループ会社 

(7) 適時開示情報（発生事実） 

(8) フェア・ディスクロージャー・ルールの対象となる重要情報 

(9) 法定開示情報 

情報発生部署責任者（各社の部門長等 及び 当社グループ会社社長） 

代表取締役社長 

報告 

報告 
開示資料作成指示 協議 

情報取扱責任者 

（当社コーポレート本部長） 

監査等委員会 

会計監査人 

顧問弁護士 

J-Adviser 等 
開示資料原案 

開示担当部署 

（経営企画部） 

承認 

開示資料確認 

情報発生部署責任者 開示担当部署 

開示 TDnet  EDINET 等 

当社ホームページに自動掲載・確認 

適時開示、フェア・ディスクロージャー・ルールの対象開示、法定開示 


